
議案第９４号 

 

 

 

令和元年度中央市一般会計補正予算（第４号） 

 

 

 令和元年度中央市一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 

 

（歳入歳出予算の補正） 

 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２１４，４４２千円を追加し、歳入歳出予 

 

算の総額を歳入歳出それぞれ１６，０４０，６５６千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 

 

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

（繰越明許費の補正） 
 

第２条 繰越明許費の追加及び変更は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

 

 （債務負担行為の補正） 

 

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

 

（地方債の補正） 

 

第４条 地方債の追加及び変更は、「第４表 地方債補正」による。 

 















第２表 繰越明許費補正 

 

１ 追 加 

 
２ 変 更 

 

 

 

第３表 債務負担行為補正 

 

追 加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

款 項 事   業   名 
金 額 

（千円） 

８ 土 木 費 ２ 道 路 橋 梁 費 田富玉穂大津線道路整備事業 107,172 

    市道 3169 号線歩道整備事業 73,970 

合         計 181,142 

款 項 事 業 名 
補 正 前 補 正 後 

金額（千円） 金額（千円） 

10 教 育 費 ２ 小 学 校 費 豊富小学校施設整備事業 25,040 27,845 

  
リニア建設に伴う田富北

小学校移転整備事業 
954,165 1,011,134 

事    項 期  間 
限 度 額 

（千円） 

中央市広報紙印刷業務委託 
令和２年度から 

令和２年度まで 
10,547 

合     計 10,547 



 

第４表 地方債補正 

 
１ 追 加 

 

 
２ 変 更 
 

起債の目的 

補     正     前 補     正     後 

限度額 

（千円） 

起債

の 

方法 

利 率 
償還の 

方  法 

限度額 

（千円） 

起債

の 

方法 

利 率 
償還の 

方 法 

公 共 事 業 等 債 85,100 

普通 

貸借 

5.0％

以内(た

だし、利

率 見 直

し 方 式

で 借 り

入 れ る

資 金 に

ついて、

利 率 の

見 直 し

を 行 っ

た 後 に

お い て

は、当該

見 直 し

後 の 利

率) 

政 府 資 金

については、

その融資条

件により、銀

行その他の

場合には、そ

の債権者と

協議する。 

ただし、財

政その他の

都合により、

据置期間及

び償還期間

を短縮し、若

しくは、繰上

償還又は低

利に借換え

することが

できる。 

95,000 

普通 

貸借 

5.0％

以内(た

だし、利

率 見 直

し 方 式

で 借 り

入 れ る

資 金 に

ついて、

利 率 の

見 直 し

を 行 っ

た 後 に

お い て

は、当該

見 直 し

後 の 利

率) 

政 府 資 金

については、

その融資条

件により、銀

行その他の

場合には、そ

の債権者と

協議する。 

ただし、財

政その他の

都合により、

据置期間及

び償還期間

を短縮し、若

しくは、繰上

償還又は低

利に借換え

することが

できる。 

合併特例事業債 1,104,200 1,106,800 

 

 

起債の目的 
限度額 

（千円） 

起債の 

方法 
利  率 償 還 の 方 法 

災害復旧事業債 4,000 

普通 

貸借 

5.0％以内(ただし

、利率見直し方式で

借り入れる資金につ

いて、利率の見直し

を行った後において

は、当該見直し後の

利率) 

政府資金については、その融資条件によ

り、銀行その他の場合には、その債権者と

協議する。 

ただし、財政その他の都合により、据置

期間及び償還期間を短縮し、若しくは、繰

上償還又は低利に借換えすることができ

る。 合  計 4,000 





議案第９５号 

 

 

 

令和元年度中央市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 

 

 令和元年度中央市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 

 

（歳入歳出予算の補正） 

 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，９５７千円を減額し、歳入歳出予算 

 

の総額を歳入歳出それぞれ３，２１１，８７１千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 

 

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 













議案第９６号 

 

 

 

令和元年度中央市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 

 

 令和元年度中央市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

 

（歳入歳出予算の補正） 

 

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，９２３千円を追加し、歳入歳出予算 

 

 の総額を歳入歳出それぞれ２８１，６４０千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 

 

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 













議案第９７号 

 

 

 

令和元年度中央市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 

 

 令和元年度中央市介護保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 

 

（歳入歳出予算の補正） 

 

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２６，９２６千円を追加し、歳入歳出予算 

 

 の総額を歳入歳出それぞれ２，０９７，０４０千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 

 

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 













議案第９８号 

 

 

 

令和元年度中央市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 
 

 

 令和元年度中央市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

 

（歳入歳出予算の補正） 

 

第１条  歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４３８千円を減額し、歳入歳出予算の総 

 

 額を歳入歳出それぞれ１８９，６３６千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 

 

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

（地方債の補正） 

 

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 











第２表 地方債補正 
 

変 更 
 

起債の目的 

補     正     前 補     正     後 

限度額 

（千円） 

起債

の 

方法 

利 率 
償還の 

方  法 

限度額 

（千円） 

起債

の 

方法 

利 率 
償還の 

方 法 

簡易水道事業債 25,100  
普通 

貸借 

5.0％以

内(ただし、

利 率 見 直

し 方 式 で

借 り 入 れ

る 資 金 に

ついて、利

率 の 見 直

し を 行 っ

た 後 に お

いては、当

該 見 直 し

後の利率) 

政府資金に

ついては、その

融資条件によ

り、銀行その他

の場合には、そ

の債権者と協

議する。 

ただし、財政

その他の都合

により、据置期

間及び償還期

間を短縮し、若

しくは、繰上償

還又は低利に

借換えするこ

とができる。 

9,700 
普通 

貸借 

5.0％以

内(ただし、

利 率 見 直

し 方 式 で

借 り 入 れ

る 資 金 に

ついて、利

率 の 見 直

し を 行 っ

た 後 に お

いては、当

該 見 直 し

後の利率) 

政府資金に

ついては、その

融資条件によ

り、銀行その他

の場合には、そ

の債権者と協

議する。 

ただし、財政

その他の都合

により、据置期

間及び償還期

間を短縮し、若

しくは、繰上償

還又は低利に

借換えするこ

とができる。 

 

 


